
５万円

※ 補助対象経費（施工する製品本体、部材の購入および設置工事に要する費用）の１／３

※ 廃材処分費など設置に直接関わらない費用、「諸経費」など内容が明確でないもの、リース・レンタルに係る費用を除く。

上限額

《注意》工事着工前に,申請が必要です！

２ 申請受付期間

１ 補助金額

３ 利用できる方

令和８年４月１３日から令和９年１月２９日まで
※ 受付期間内でも、予算に達した時点で受付は終了します。

受付状況は、足立区のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

改修工事の種別 改修工事の内容

ガラス・窓の交換 既存のガラスや窓を、熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること。

内窓の新設 既存の窓の内側に新たに熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること。

断熱材の設置
熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置すること。ただし、天井断熱工事に用いる

吹込み断熱材の場合は、R値（熱抵抗値）が2.7以上であること。

遮熱塗装 近赤外線領域における日射反射率が50％以上の塗料で塗装すること。

節水型トイレ 洗浄水量が大4.6リットル以下の製品に交換すること。（和式から洋式への交換は除く）

【お問い合わせ・提出先】

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1

足立区 環境部 環境政策課 管理係（南館11階）

電 話：03-3880-5935

Email：kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp

８年度
令和

＜リフォーム＞

（１） 足立区内の自らが居住する既存の住宅（住民登録地と同一に限る）に、以下のいずれかの改修工事
を実施する個人の方（新築は除く）。

（２） 集合住宅の場合は、住民登録地と同一で自らが居住する住宅部分に限る。
ただし、共有部分の改修工事は除く。 また、遮熱塗装においては、戸建て住宅に限る。

足立区省エネリフォーム補助金の
ご案内



（１） 申請時に工事の着工前であること。

（２） 令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行えること。

（３） 補助対象工事の請負業者が区内業者であること。

（４） 補助対象経費が、税抜き5万円以上であること。

（５） 同一年度内に、本補助金の交付を受けていないこと。

（６） 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本補助金の交付対象となっていないこと。

（７） 住民税の滞納が無いこと。

（８） 補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定を受けていないこと。

４ その他の補助金申請要件

５ 手続きの流れ

６ 国や東京都が実施する類似の補助金のご案内<参考>

◼ 内窓や断熱材の設置等、省エネリフォームに関する補助金は、足立区だけでなく国や東京都でも実施されてい
ます。詳細は各団体のホームページをご覧ください。

⚫先進的窓リノベ2026事業【国】
✓ 対象：ガラス・窓の交換、内窓の設置等
✓ 申請方法：補助対象工事に着手後、工事施工業者が申請

※工事発注者自らによる申請は不可。
✓ 上限：1戸あたり100万円
✓ 問い合わせ先：0570-081-789 (住宅省エネ2026キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口)

⚫災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業【東京都】
✓ 対象：高断熱窓・断熱材の設置等
✓ 申請方法：助成対象設備の契約締結前に、事前申込が必要
✓ 上限： 詳細はホームページをご確認ください。
✓ 問い合わせ先：03-6633-3822(クール・ネット東京創エネ支援チーム)

検索  足立区省エネリフォーム補助金

足立区は２０５０年までに
二酸化炭素排出実質ゼロを目指しています。

（１） 工事着工前に環境政策課へ、必要書類一式を提出してください（郵送可）。
⇒申請後１か月から２か月程度で、審査結果および完了報告の手続きについて郵送でお知らせします。

（２） 工事及び支払いを完了した日から、概ね30日以内に完了報告を提出してください（郵送可）。

⇒完了報告後１か月から２か月程度で、確定した内容および、振込の時期等を郵送でお知らせします。

先進的窓リノベ2026事業
(国)

災害にも強く健康にも資する
断熱・太陽光住宅普及拡大事業

(東京都)


